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⼀般社団法⼈⽇本若者協議会 

 

コロナ禍 ⼦ども・若者のいのちと⽣活・学びを守ろう! 

要望書 

 

コロナ禍が⻑引く中、コロナ禍以前から厳しい状況にあった、⼦ども・若者世帯の経済的状

況はより⼀層苦しいものとなっている。また、海外渡航の制限等により学びや交流の機会も

失われ続けている。そのため、⽇本若者協議会では若者当事者の実態や声を踏まえ、若者へ

の⽀援として、以下の点を要望する。 

 

記 

 

1．給付型奨学⾦、授業料減免措置の拡充 

『就学⽀援新制度』が新設されたことにより、2020年度の低所得世帯の進学率が約7〜11

ポイント上昇しており、低所得世帯に対しては⼀定の効果が⾒られる。⼀⽅、⼤学授業料が

⾼騰していく中で中間世帯への負担は⾼まっており、給付型奨学⾦、授業料減免措置の拡充

が求められる。 

 

2．学⽣⽀援策、奨学⾦制度の周知徹底 

⽂部科学省の調査でも、国や学校などによる⽀援に関して、約15％の学⽣が、「⽀援策が

よく分からない等により、必要だったが申請に⾄らなかった」と回答している。 

⽶国では、ウェブ上に学費を個々⼈が試算できるカリキュレーターを設けることを各⼤学に

義務づけ、各⼤学は合格者に学費や⽣活費の予想⾦額を記したアウォード・レターも送るな

ど、学費を考慮して進学先を検討することが容易な環境が整備されている。⽇本でも同様の

インフラ整備を進めていくべきである。 

 



3．⼤学受験の受験料⽀援（検定試験含む） 

認定NPO法⼈キッズドアの調査によると、⼤学受験料を節約するために、⼀般⼊試を諦め

指定校推薦に志望を切り替える、受験する⼤学数を減らすなどの現状があることが明らかに

なっている。また、推薦⼊試やAO⼊試、⼀般⼊試などにおいて、⽇本英語能⼒検定をはじ

めとする検定資格を出願要件、選考基準に設けている⾼校・⼤学が⼀定数存在しているが、

受験料の値上がりが続いており、検定試験の補助制度が求められる。 

 

4．⼤学院⽣にも給付型奨学⾦の適⽤（修学⽀援新制度の適⽤拡⼤） 

コロナ禍での「緊急⽀援策」（『学⽣⽀援緊急給付⾦』）は⼤学院⽣も対象になり、⾦銭的

理由による退学の減少につながったが、平時の『就学⽀援新制度』は⼤学院⽣が対象外とな

っており、修⼠課程の経済的負担を軽減するためにも対象にすべきである。 

 

5．奨学⾦の所得連動型返還制度の拡充 

⼤学授業料の⾼騰、世帯所得の停滞に伴い、奨学⾦を借りる学⽣が増えており、その返済が

現役世代に重くのしかかっている。そのため、奨学⾦返済の負担を軽減するため、所得連動

型返還制度の既卒⽣への適⽤、第⼆種への適⽤、機関保証料の減額、マイナンバーに所得を

紐付けて⾃動的に返還猶予、返済猶予の年限撤廃、ブラックリスト⼊りなくす等の拡充が求

められる。 

 

6．若年層への家賃補助の拡充 

コロナ禍でも『住居確保給付⾦』の対象に普通学⽣が含まれないなど、⽇本では若年層への

家賃補助が⾮常に乏しい。欧⽶では幅広く家賃補助が⾏われ、韓国でも2025年までに若者

向けの公営住宅を整備する⽅針を打ち出されており、⽇本でも同様の⽀援が求められる。 

 

7．若年層の⾃死対策、メンタルヘルス教育の促進 

将来への不安などを理由に若年層が起こす⾃死事件数が全国で過去最⾼を更新している。 

相談⽀援体制の充実、特にLINEなどより相談者が相談しやすい環境づくりを促進するべき

である。また、精神疾患に罹患する⼈の75%が25歳未満で発症し、さらに全体の50%は14



歳までに発症すると考えられており、初期段階での介⼊には、医療以外の局⾯での気付きや

連携、普及啓発が重要であり、幼少期からメンタルヘルス教育を実施すべきである。 

 

8．各学校・公共施設への⽣理⽤品の無償設置 

⺠間団体の調査によると、⾦銭的理由で⽣理⽤品の⼊⼿に苦労したことがある若者の割合が

20.1％と、「⽣理の貧困」が問題視されている。コロナ禍の単発的な⽀援にとどめず、継

続的な⽀援とするために、各学校、公共施設への⽣理⽤品の無償設置が求められる。また、

⽣理痛によって授業を受けるのに⽀障が出るという声もあり、学校の保健室に⽣理痛を抑え

る鎮痛薬も常備するよう求めたい。さらに、⽣理⽤品の軽減税率適⽤も検討すべきである。 

 

9. ⽇本⼈留学⽣の優先ワクチン接種対象者の拡⼤ 

⽂部科学省Webサイトによると、留学先でワクチン接種を「必須」もしくは「強く求めら

れている」場合、かつ9ヶ⽉以上の渡航のみ、「留学予定者ワクチン接種⽀援事業」の対象

になっている。しかし、「必須」となっている・強く求められているのは⽶国、韓国、スウ

ェーデン⼀部⼤学のみ。欧州、オーストラリア、アジアといった多くの国々においてはワク

チンが「推奨」「要請」といった任意、それも「強く求められている」とは⾔えないのまま

になっている。実際に、⽇本⼈留学⽣にアンケートを取ったところ、約半数から「本事業を

利⽤したいものの対象外で接種できない」との声が寄せられた。さらに、8⽉・9⽉に渡航

を予定している⽇本⼈留学⽣から「2回は間に合わないから、渡航先で残りの1回を打てる

ように【最初の1回は打った】との証明書が欲しい」とか「来春に卒業するから今夏が最後

の留学チャンスで、3ヶ⽉とか半年の留学も対象にして欲しい」といった悲痛な叫びも⾒ら

れた。 

9⽉や10⽉から授業が始まる以上は渡航せざるを得ないものの、⾏政での補償や保険でのカ

バーといった制度の観点から、授業のため渡航しても現地でワクチン接種できる保証はな

い。しかも、特に⽴場が弱い留学⽣は現地で感染・発症したときの社会的なリスクや経済的

な負担は⾼いと考えられるし、留学のための海外旅⾏保険がワクチンの副反応に対応してい

るかも不透明である。さらに、現地で接種されるワクチンは本邦において未承認(例: ⽶国J

&J社製ワクチン、シノバック社製ワクチン、ロシア製「スプートニクV」)の場合もあり、



副反応が起きるリスクもある。そして、TBSの報道によると、厚⽣労働省は外国での接種に

ついて「副反応での健康被害の対象にならない」と注意喚起しているとされる。 

そこで、安⼼して9⽉・10⽉までに渡航できるよう、欧州や豪州の現状を踏まえて、必ずし

も明確に「必須」「義務」との⽂⾔がなくとも(仮に「推奨」「要請」といったレベルで

も)、⽇本⼈留学⽣を優先接種の対応に⼊れて欲しい。 

 

10．有期雇⽤の若⼿研究者の雇⽤期間延⻑⽀援 

コロナ禍の影響で研究に⽀障が出た結果、⼗分な業績を残せないまま雇⽤期間が終了してし

まうという声が若⼿研究者から上がっており、有期雇⽤の研究者に対するコロナ禍の影響調

査と、雇⽤主への雇⽤契約延⻑の働きかけを求めたい。 

 

11．若⼿アーティスト・クリエーターへのさらなる経済的⽀援の拡充 

緊急事態宣⾔などが延⻑されたことで若⼿アーティスト・クリエータが経済的苦境に⽴たさ

れているため、年始に⾏われた「⽂化芸術活動の継続⽀援事業」に相当する⽀援事業をさら

に求めたい。 

 

12．⼦ども・若者の学校内・⼤学内／政策的意思決定への参画 

コロナ禍において、さまざまな学校⾏事や⼤学でのイベント中⽌が⾏われたが、その決定過

程において当事者である⼦どもや若者の声が聞かれたケースは少なく、そのプロセスも相ま

って⼦ども・若者の⾃粛に対する不満の声は⼤きい。本来、ステークホルダーの⼀つである

⽣徒、学⽣も意⾒を聞かれるべき対象であり、学校・⼤学内や、政策的意思決定に当事者で

ある⼦ども・若者の参画を強く求める。 

 

以上 


